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令和８年１月22日（木曜日）

─────────────────────

   午前10時１分開会

────────────────

審査・調査事項

○環境対策及び農林水産業振興対策に関する調

査

○その他報告事項

・林業技術センターにおける試験研究の取組に

 ついて

・木材利用技術センターにおける試験研究の取

 組について

・公設試験場の機能強化について

────────────────

出席委員（７人）

  委 員 長   川 添   博

  副 委 員 長   下 沖 篤 史

  委      員   山 下 博 三

  委      員   二 見 康 之

  委      員   野 﨑 幸 士

  委      員   井 本 英 雄

  委      員   前屋敷 恵 美

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

────────────────

説明のため出席した者

 環境森林部

  環 境 森 林 部 長   長 倉 佐知子

  環境森林部次長
             塩 田 康 一
  （ 総 括 ）

  環境森林部次長
             右 田 憲史郎
  （ 技 術 担 当 ）

  環 境 森 林 課 長   川 越   勉

  再造林推進室長   鳥 原 賢 治

環 境 管 理 課 長   黒 木   誠

  循環社会推進課長   長 友 和 也

  自 然 環 境 課 長   太田原 潤 一

  森 林 経 営 課 長   宮 川 美 品

山村･木材振興課長   笹 山 寿 樹

  み や ざ き ス ギ
             川 本 芳 光
  活 用 推 進 室 長

林業技術センター所長   松 永 雅 春

  木 材 利 用 技 術
             川 畑 昭 一
  セ ン タ ー 所 長

 農政水産部

  農政水産部次長
             原 田 大 志
  （ 総 括 ）

県参事兼農政水産部次長
             柳 田   敬
  （ 技 術 担 当 ）

  畜 産 局 長   林 田 宏 昭

  農 村 振 興 局 長   戸 髙 久 吉

  水 産 局 長   西 府 稔 也

農政企画課課長補佐
             実 広 浩 嗣
  （ 総 括 ）

  農業普及技術課長   吉 野 史 男

  農 産 園 芸 課 長   白 石 浩 司

  畜 産 振 興 課 長   鴨 田 和 広

  水 産 政 策 課 長   西 田 貴 亮

  総合農業試験場長   下 田   透

  畜 産 試 験 場 長   水 野 和 幸

  水 産 試 験 場 長   大 村 英 二

────────────────

事務局職員出席者

  議 事 課 主 事   黒 木 燿一朗

  議事課主任主事    前 鶴 彩 友

─────────────────────

○川添委員長 ただいまから環境農林水産常任

委員会を開会いたします。

 まず、本日の委員会の日程についてでありま

す。

 日程案につきまして、御覧のとおりでありま

すが、御異議ございませんか。
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   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○川添委員長 そのように決定いたします。

 執行部入室のため、暫時休憩いたします。

   午前10時１分休憩

─────────────────────

   午前10時３分再開

○川添委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

 本日の内容について、環境森林部長の概要説

明を求めます。

○長倉環境森林部長 資料２ページの目次を御

覧ください。

 本日は、林業技術センター及び木材利用技術

センターにおける試験研究の取組について御説

明いたします。詳細につきましては、各所長が

御説明いたしますので、よろしくお願いいたし

ます。

○川添委員長 次に、その他報告事項に関する

説明を求めます。

 なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

○松永林業技術センター所長 当センターにお

ける試験研究の取組について説明いたします。

 常任委員会資料の３ページを御覧ください。

 スギのＤＮＡ解析による品種判別と無花粉ス

ギの開発であります。

 初めに、現状と課題ですが、図にありますよ

うに、森林の循環利用の推進に向けては、国民

の約４割が罹患しているといわれている花粉症

を減らすため、花粉の少ない品種への植替えが

求められています。

 右の囲みを御覧ください。

本県で多く植栽されていますタノアカと高岡

署１号は、普通のスギの花粉量を100とした場合

に１％以下しか花粉をつくらないスギでありま

す。どちらの品種もオビスギ群の一種であり、

成長もよいことから、現在、本県で植栽されて

いる苗木の９割以上は、これらの花粉症対策苗

木となっています。

 一方で、下の囲みにありますように、スギの

品種判別は、古来、葉の形状などから目視で判

断されており、不確実であります。間違った品

種を植えないためには、苗木生産者が採穂する

母樹の品種を明確にすることが不可欠であり、

そのためには、近年、開発されたＤＮＡ解析に

よる判別が必要となっています。

 なお、右下の米印にありますように、ＤＮＡ

解析技術を応用して、当センターにおいて無花

粉スギの開発が可能となっています。

 ４ページを御覧ください。

 スギのＤＮＡ解析は、ＤＮＡ配列中の特定の

領域の長さに注目することで、品種や無花粉ス

ギの判別を可能とする技術です。

 左上の囲みのとおり、判別手法は、スギのＤ

ＮＡ配列にＳＳＲ領域という、同じ短い塩基配

列が繰り返されている部分があり、この長さが

品種によって決まっていることから、その長さ

を計測することで品種を特定します。

 右上の囲みのとおり、判別手順は、サンプル

のスギの葉からＤＮＡを抽出して、シーケン

サーという機械でＳＳＲ領域の長さを計測し、

品種ごとにＳＳＲ領域の長さを調べたデータ

ベースと照合して品種を特定します。

 なお、左下の囲みのとおり、無花粉スギの場

合は、ＭＳ１領域という花粉の形成に必須なタ

ンパク質の設計図となる部分があり、この領域

が一部欠損して通常よりも短くなると、花粉を

作らない、無花粉スギとなることから、ＭＳ

１の長さを計測することにより判別します。

 ５ページを御覧ください。
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 品種の判別に必要なデータベースの構築につ

いてであります。当センターでは、ＤＮＡ解析

を用いたスギの品種判別については、平成13年

度から試験的に実施していましたが、令和３年

度から効率的にＤＮＡ解析が行えるよう、ＤＮ

Ａ自動抽出機とシーケンサーを導入し、品種の

データベース化を開始しました。

 これにより、右の表にありますとおり、昨年

度までにオビスギ群18品種と精英樹等35品種に

ついてデータベースの構築が完了しています。

 このデータベースを活用したスギ品種判別の

状況ですが、令和３年以降、県の樹苗組合から

依頼があった3,000本以上の母樹について品種判

別を実施しています。

 また、神社の御神木のスギが倒れる危険があ

るなど、諸事情により伐採された際に、ＤＮＡ

解析による品種判別を実施した上で、その穂木

から苗木を育て、右の写真のように、神社に品

種を明確にして提供するという取組も行ってい

ます。

 ６ページを御覧ください。

 無花粉スギの開発について、九州では、無花

粉スギは発見されていませんが、ＤＮＡ解析に

より、無花粉遺伝子を潜在的に持つスギが発見

されており、この無花粉遺伝子を持つスギと本

県のスギを人工交配することで、本県由来の無

花粉スギを開発する取組を国と共同で進めてい

ます。

 具体的には、国から無花粉遺伝子を持つ九州

内の２品種の花粉の提供を受け、本県の高岡署

１号などの成長等に優れたスギと人工交配

し、２世代後に宮崎県由来の無花粉スギを開発

するというものです。

 左の図を御覧ください。

当センターでは、一番上の囲みですが、令和

６年度に１度目の交配を終え、その下の囲みの

Ａａで表示している当センターでＤＮＡ解析を

行った無花粉遺伝子を持つスギ苗木を育苗中で

あります。今後、３年程度育苗し、この無花粉

遺伝子を持つもの同士を交配しますと、赤丸で

囲っておりますａａで表示されています完全な

無花粉スギが４分の１の確率でできることとな

ります。その後、無花粉スギが成長し、10年程

度経過後に、成長や材質、病虫害抵抗性などを

評価した上で、優れた品種を普及してまいりた

いと考えています。

 当センターでは、ＤＮＡ解析を通じて成長に

優れた花粉の少ない品種への植替えを確実に進

めますとともに、できるだけ早く成長等にも優

れた無花粉スギの開発を進めてまいります。

○川畑木材利用技術センター所長 木材利用技

術センターにおける試験研究の取組について報

告いたします。

 資料７ページを御覧ください。

 既存木造住宅の耐震性能評価に関する研究で

あります。

 初めに、現状と課題ですが、今後30年以内に

発生する確率が高いとされている南海トラフ巨

大地震は、本県においても甚大な被害が予想さ

れています。２年前に発生した能登半島地震で

は、特に耐震改修を行っていない昭和56年以前

に建てられた木造建築物、いわゆる旧耐震基準

の住宅の倒壊率が顕著に高い状況であったこと

もあり、本県の木造住宅の耐震性を高めるため

の耐震性能評価は非常に重要であります。

 また、木造住宅において耐震強度の低下を引

き落とす要因の一つに、生物劣化があり、現在、

これらの劣化診断は目視や触診など、検査員の

技術により行われているところです。

 ８ページを御覧ください。
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 表１は南海トラフ巨大地震により想定される

被害ですが、一番下にありますとおり、本県で

は建物被害の全壊棟数は約８万棟と想定されて

おります。

 写真１は、能登半島地震の被害状況ですが、

写真のように古い木造住宅で倒壊しているもの

が多く確認されており、これらの耐震性を高め

ることが必要であります。

 右側の写真２は、柱と筋交い部分の接合部が

自然状態による腐れにより経年劣化した事例で

ありますが、このほかシロアリの食害による劣

化もあり、これらは住宅の耐震性低下の一因と

なっています。

 ７ページにお戻りください。

 現状と課題の４つ目のポツになりますが、木

造住宅の耐震性能は、主に耐力壁によって確保

されており、多くの住宅で筋交い耐力壁が採用

されています。この筋交い耐力壁が劣化すると、

どれくらい強度が落ちるのかという点は明らか

になっていないため、筋交い耐力壁の生物劣化

と残存強度の関係について、客観的な数値によ

る評価方法の確立が急務となっております。

 このため、本研究では、筋交い耐力壁の生物

劣化による強度低下を客観的な数値による指標

で評価する手法を確立し、より正確な耐震性能

評価を行うことで、木造住宅の耐震改修の促進

と耐震性向上につなげていきたいと考えており

ます。

 資料９ページを御覧ください。

 研究の概要について、試験体となる筋交い耐

力壁についてですが、薬剤処理をした木材と薬

剤処理をしていない木材の２種類で、国内で一

般的に使用されている５種類の接合金物を使い、

図１のような実物大の筋交い耐力壁を作成しま

した。作製した試験体は、中央の写真３のよう

に屋外で砂浜へ埋設して強制的に劣化させ、劣

化の進み具合に合わせて３つの時期に分けて取

り出すこととしております。

 次に、１つ目の試験は、耐震性能を評価する

壁せん断試験で、取り出した試験体の強度を調

べるため、右側の写真５のように、試験機に耐

力壁をセットし、下部の土台を固定した状態で

上部のはりに横方向から押しと引きを繰り返し

て左右に変形させます。変形の幅は決められて

おり、左右の変形の幅を徐々に大きくして行い、

この間の変形に必要な力を測定していきます。

 10ページを御覧ください。

 ２つ目の試験は非破壊試験で、木材の劣化状

況を調べるため、超音波速度測定とピロディン

貫入測定の２つの試験を行います。

 超音波測定では、写真６のように測定機器を

木材に当て、超音波が木材を伝わる速さを計測

します。図２のとおり、速度が速ければ劣化は

低く、逆に遅ければ劣化は進んでいると判断し

ます。

 同様にピロディン測定では、写真７のように

測定器を木材に当て、先端のピンを一定のエネ

ルギーで木材に打ち込み、ピンの貫入する深さ

を測ります。図３のとおり、浅ければ劣化は低

く、逆に深ければ劣化は進んでいると判断いた

します。これらの測定方法で木材の劣化の程度

を推定することができます。

 最後に、今後の取組について、本研究は、今

年度から３か年計画として進めており、現在、

劣化処理１回目の試験が終了したところであり

ます。今後、残りの２回の壁せん断試験等を行

いまして、データ収集、分析を行います。

 具体的には、接合金物の種類や劣化の進み具

合などの条件の違いで、残存強度にどのように

影響するかを明らかにしてまいります。
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 また、超音波試験やピロディンで測った非破

壊試験の数値と壁せん断試験で判明した強度の

関係を明らかにし、非破壊試験で残存強度を推

定することを目標としております。

 研究結果の活用につきましては、これから耐

震診断を行う木造建築物を対象に、実在の建物

に現地調査結果やこの研究で得られた解析結果

が適用できるかを検証し確認していきます。ま

た、木造住宅の耐震化を進めるため、本研究に

よる生物劣化などの要因を反映した残存強度を

Ｗａｌｌｓｔａｔという木材住宅の倒壊解析ソ

フトに反映させ、図４のようにパソコン上で地

震時の挙動をシミュレーションすることで住宅

の耐震性をより詳細に、かつ視覚的に分かりや

すく確認することができます。

 このシミュレーション結果を基に設計事務所

や施工業者と協力して、より効果的で実現性の

高い耐震改修を検討するなど、耐震化工事の促

進に活用できないか検証を行うこととしており

ます。

○川添委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

 質疑はありませんか。

○野﨑委員 無花粉スギの説明は理解しました

が、以前、エリートツリー──成長が早い樹木

を交配していたこともありました。エリートツ

リーと無花粉スギを交配することによって、無

花粉スギのエリートツリーは育成できるのでし

ょうか。

○松永林業技術センター所長 資料５ページを

御覧ください。

エリートツリーは、一番右の表にありますけ

れども、これは精英樹と精英樹を掛け合わせた

ものになりまして、エリートツリーは全て花粉

が少ない苗木となっています。今後、このエ

リートツリーとエリートツリーを掛け合わせて、

さらにいいものができないかということは、国

のほうでも研究を進めているところでございま

す。

○野﨑委員 エリートツリーとエリートツリー

を掛け合わせることができて、成功したらいい

ですね。

○松永林業技術センター所長 エリートツリー

も無花粉スギではありません。大分県、佐賀県

に無花粉スギ遺伝子を持つ花粉があります。そ

れらを国からもらって、本県の高岡署１号と県

児湯２号などの成長の早い木と掛け合わせて、

無花粉で成長が早い本県由来の無花粉スギをつ

くろうという取組を進めているところでござい

ます。

○山下委員 無花粉スギとエリートツリーの植

栽状況はどうなっているのでしょうか。

○松永林業技術センター所長 資料５ページの

下の表を御覧ください。

 これは、樹苗組合から県のほうにＤＮＡ解析

を依頼された苗木の種類と本数を書いておりま

す。樹苗組合で植栽、母樹として入れている本

数は、高岡署１号、タノアカ、アオシマアラカ

ワが多い状況です。県内ではこの３つの母樹が

特に多く植栽されており、県内の苗木の約９割

になっています。

 高岡署１号とタノアカは１％未満の少花粉ス

ギであり、アオシマアラカワは20％未満の花粉

ですから、この３種は花粉が全て少ない苗木と

なっております。

 エリートツリーというのは、現在、苗木の生

産が行われている最中でして、実際に山に植え

られておりません。今、国からエリートツリー

の穂木をもらって、樹苗組合の中でも特定増殖

事業者として認定を受けている人が、自分の畑
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に採穂園をつくり、それから穂木を取って、畑

に植えて育苗中の段階です。そろそろ出荷でき

るような状態になりますので、これからエリー

トツリーは出荷されるということになっており

ます。ただ、現時点におきましても、高岡署

１号とタノアカは１％未満の少花粉ですので、

花粉が少ない苗木が県内では多く植えられてい

るということになります。

○山下委員 これらは国と一緒に取り組んでい

るという説明でしたけれども、全国的に宮崎県

の無花粉スギの苗木の生産や研究は、どれくら

い進んでいるのでしょうか。

○松永林業技術センター所長 本県では、平成

８年から12年にかけて、国と共同で、全国に植

えられた精英樹──成長のいい苗木が昭和29年

に全国で3,600本が指定されています。その中か

ら花粉の少ない苗木は全国で148種発見されてお

り、宮崎県内には７種ありました。その中でも

高岡署１号は、成長のいい苗木がつくりやすい

ということで、県では、それを発見して14年ぐ

らいから母樹園をつくり始めました。その母樹

から苗木を取ってどんどん花粉の少ない苗木が

植えられてきております。宮崎県の花粉の少な

い苗木が売られている率は９割ぐらいあるんで

すけれども、全国では、そこまでの取組はされ

ていなかったので、令和５年時、５割くらいで

したことから、本県は花粉の一番少ない苗木が

生産されて、植えられている状況となります。

○山下委員 全国の中で宮崎県は特化した研究

開発が進んでいるのかどうか確認しています。

○松永林業技術センター所長 無花粉スギの研

究開発につきましては、宮崎県は無花粉スギの

遺伝子を持つ種は持っておりません。国立研究

開発法人である林木育種センターは、令和５年

度に九州８県に花粉を配布しまして、研究が一

斉に始められている状況です。無花粉スギの開

発につきましては、宮崎県が一番早いというわ

けではなくて、九州一斉に取り組んでいるとい

うことになります。

○山下委員 資料６ページの一番下に、無花粉

スギが成長し、10年程度経過後に、普及に向け

た性能評価を行うということですけれども、無

花粉スギを市場に出したり、植栽が進んでいく

ことに10年以上かかるということでしょうか。

○松永林業技術センター所長 現在、この表の

真ん中のＡａという苗木は、樹齢２年生であり

ます。樹齢５年生になったら、素性のよしあし

が出てくるので、素性のいい苗木同士を掛け合

わせるのが、令和10年だと考えております。そ

の中からａａという苗木が４分の１でき、それ

をまた10年経過すると令和20年になりますので、

13年後くらいにａａというのができます。その

中から10年くらい経てば、ある程度、素性や材

質などがいいということが分かりますので、そ

の中からいいのを選抜して普及していきたいと

考えております。

○二見委員 現在、無花粉スギは全国的にはあ

るのでしょうか。

○松永林業技術センター所長 資料６ページの

表にあるａａは九州ではありません。ただ、九

州以外の雪の多い地方では、種でその苗木を増

やす──種子を散布して増やすのが従来行われ

ておりまして、種子であるといろいろな特性を

持つ木ができますので、その中に、このａａと

いうのがあったようです。それは素性のいいの

もあれば悪いのもあり、もともとａａの遺伝子

を持つのがあったので、それを人工交配して、

現在、全国的にいうと31種類が無花粉スギとし

て登録されております。ただ、それは雪の降る

地方とかにおいて、その性質を持ちます。種苗
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法で苗木の移動というのは雪の降る地方から暖

かい地方へというのはできないようになってい

ますので、宮崎県でそれを植えることはできま

せん。宮崎県としては、宮崎県にもともと植え

られていたものと掛け合わせて、本県の特性に

あった無花粉スギをつくる取組をしているとこ

ろです。

○二見委員 無花粉スギは雪国のほうにあるが

ばらつきあるので、宮崎県としてもこの研究を

しなければならないわけですよね。要するに、

他県で研究されたことを宮崎県に応用できれば

よかったけれども、宮崎県として別に研究しな

ければならないということでしょうか。

○松永林業技術センター所長 おっしゃるとお

りでございます。

○井本委員 全国で共同して研究しないのでし

ょうか。

○松永林業技術センター所長 宮崎県では、主

にオビスギという種が植えられているんですけ

れども、熊本県ではクモトオシ、シャカインと

か各地域で植えられている品種が違います。同

じ無花粉スギをつくるにしても、その土地で植

えられた材と、その土地でよく育つ材を掛け合

わせたほうが、より地元に合います。例えば、

宮崎県は台風が多いので、耐性がある材──オ

ビスギになります。そういったことでその土地

に特性のある材をつくるために各県で研究して

いるところになります。

○前屋敷委員 九州では大分県と佐賀県で無花

粉遺伝子を持っているということでしたので、

これらと宮崎県の材を掛け合わせることは可能

でしょうか。

○松永林業技術センター所長 資料６ページ、

表の一番上のＡａについて、本県が研究してお

ります。これは大分県と佐賀県の花粉を国から

もらいまして、宮崎県の高岡署１号──成長の

いい材と人工交配しています。実際にその種が

できて、成長している状況であり、樹齢２年生

になっているところでございます。

○前屋敷委員 花粉は国からもらうということ

でしたが、佐賀県とかから直接もらうことはで

きないのでしょうか。また、佐賀県や大分県に

おいても、このような研究はこれまで進んでい

るのでしょうか。

○松永林業技術センター所長 種子の配布は国

からでないともらえません。

佐賀県と大分県につきましては、資料６ペー

ジの３つ段がありますけれども、一番上は、佐

賀県と大分県は飛ばすことができます。なぜな

ら、もう既にこのＡａというものが存在するか

らです。例えば、佐賀県は大分県の花粉をもら

って掛け合わせれば、次の段階では４分の１の

確率でこのａａができるので、佐賀県と大分県

は宮崎県よりも四、五年早く、ａａというのが

できることとなります。

 宮崎県におきましても、もとの遺伝子を持つ

ものがあれば、もう少し早くできるんですけれ

ども、ないので大分県と佐賀県の花粉を国から

いただいて取組を進めているということでござ

います。

○井本委員 無花粉スギを常に植え替えている

という話を聞くけれども、そのようなことはや

っているのでしょうか。

○松永林業技術センター所長 資料３ページを

御覧ください。

 普通のスギの花粉量を100とした場合に、高岡

署１号とタノアカは、少花粉ですので花粉量は

１％以下しかつくらない苗木であります。国は、

花粉症となるラインとして、無花粉スギはもち

ろんですけれども、花粉量１％以内と20％以内
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を花粉症対策ラインとして指定しているので、

宮崎県としては少花粉と低花粉が全体の９割を

占めていることから、全国的に宮崎県は花粉症

対策苗木を植えているということで評価されて

いるところです。

○二見委員 少花粉スギというのは、何十年経

っても少花粉のままということでしょうか。樹

齢が若いうちは花粉が少ないけれども、大きく

なったら花粉が増えるという話を聞いたことが

あるのですがいかがでしょうか。

○松永林業技術センター所長 実際にスギから

花粉を取って量を判断するのは難しいので、遠

目から花粉がついているかついていないかで判

断しております。ある程度スギが大きくなって

から、大体樹齢10年生以降に花粉がつき始めて、

花粉を飛ばすのは20～30年ぐらいです。花粉が

つき始める10年生以降のスギを遠目から花粉が

ついているかどうか判断しております。スギが

大きくなったからといって花粉が多くなるとい

うことはないと思います。数％以内しか花粉を

つくらないということで、遺伝情報として取り

込まれているので、樹齢の影響により花粉の量

が多くなるということはないと考えられます。

○二見委員 目視だけの確認というのは、かな

り曖昧な調査内容だと思いました。樹齢10年生、

20年生、30年生、40年生の木を追跡して調査し

ている話ではないですよね。どこかのタイミン

グでチェックしただけなのか。要するに、40年

生になっても、その木の花粉が多いか少ないか

の確認はされているのでしょうか。

○松永林業技術センター所長 平成８～12年に

国が一斉に調査したときには、花粉が出る時期

のスギやヒノキを目視で確認して指定していま

すので、その後の調査でしているかということ

は……。

 調査は、３年間継続した平均であり、そのと

きの樹齢はばらつきがあるので、10年生、20年

生、30年生を見たのかははっきりしないんです

けれども、少なくとも樹齢が若いスギだけを見

て調査結果を出しているわけではないと思いま

すので、ある程度平均的な樹齢であると認識し

ております。

○二見委員 ここでの話は終わりたいと思いま

すが、僕らが県民の方に説明するときに間違っ

たことを言ってはいけないなと思ってお聞きし

ています。３年間継続した調査の平均で花粉量

１％未満ということでしたが、目視調査のみで

よく１％未満でしたと言えたなと思いました。

花粉が降ってくるにしても堆積物のサンプルを

取って、それが何％ぐらいの減少率とかやって

いるのに、目視だけの話で花粉量１％ありませ

んって断定できるような話ではないと思いまし

た。このことについて、また後日でもいいので

教えてください。

○川添委員長 ほかございませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○川添委員長 それでは、以上をもちまして環

境森林部を終了いたします。

 執行部の皆様、お疲れさまでした。

 暫時休憩いたします。

   午前10時39分休憩

─────────────────────

   午前10時41分再開

○川添委員長 委員会を再開いたします。

 それでは、本日の内容につきまして、農政水

産部総括次長の概要説明を求めます。

○原田農政水産部次長（総括） 本日は児玉部

長が事情により当委員会を欠席させていただい

ておりますので、私が代理を務めさせていただ

きます。
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 また、梶原農政企画課長も事情により欠席さ

せていただいておりますので、代理として農政

企画課課長補佐が出席しております。

 それでは説明に入ります前に、今シーズン、

本県２例目となりました高病原性鳥インフルエ

ンザ発生につきまして、御報告をさせていただ

きます。

 １月２日に延岡市の種鶏場におきまして疑似

患畜が確認をされました。防疫措置につきまし

ては、ＪＡや県建設業協会、延岡市など多くの

団体・企業等に御協力いただきながら、当日中

に全ての措置を完了することができました。

 今後の流れといたしましては、防疫措置完了

から21日が経過する１月24日に移動制限区域が

解除され、監視強化区域へ移行いたします。

 その後は、１月31日に監視強化区域の解除検

査を行い、陰性が確認された場合は、２月１日

から同区域の解除をいたします。

 なお、ウイルスを持ち運ぶ野鳥につきまして

は、県内にとどまっている状況でございます。

農場での発生リスクについては依然として高い

状況にございますので、今後とも引き続き、関

係団体等と緊密な連携をいたしまして、防疫措

置の徹底を図ってまいります。

 それでは、資料の説明に移らせていただきま

す。

 常任委員会資料の２ページの目次を御覧くだ

さい。

 本日は、その他報告事項といたしまして、公

設試験場の機能強化について、それぞれ担当課

長から説明いたします。

○川添委員長 次に、その他報告事項に関する

説明を求めます。

 なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

○吉野農業普及技術課長 公設試験場の機能強

化について、初めに総合農業試験場について説

明させていただきます。

 資料３ページを御覧ください。

 現在、本県の農業試験研究は大きな転換期に

あり、産地が直面する労働力不足を補うスマー

ト農業の導入や気候変動、またサツマイモ基腐

病のような新奇病害虫への迅速な対応が急務と

なっています。

 しかしながら、現在の研究体制は５つの拠点

に分散しており、研究員や研究機材も分散配置

されていることから、知識・技術の集約や高度

な分析機器の共同利用ができないといった課題

が浮き彫りになっており、研究活動に様々な制

約を受けております。

 ４ページを御覧ください。

 こうした課題を解決するため、３つの柱から

なる機能強化を図ります。

 第１に、分散している研究資源を集中させる

とともに、これまでの品目ごとの縦割りの体制

を、スマート農業や温暖化対策といったテーマ

ごとに研究を進める横断的な体制へと再構築し

ます。

 第２に、これまで以上に迅速な課題解決と普

及を進めるため、県全域の農業現場を試験場所

とみなす、いわゆる地域フィールドでの試験を

強化いたします。

 そして第３に、農業大学校や宮崎大学等との

連携を深め、次世代を担う高度な農業人材と指

導者の育成を加速させてまいります。

 ５ページを御覧ください。

 この考え方を踏まえた具体的な拠点整備の方

向性については、分散している現行の研究体制

を集約し、予算と人員を求められる研究に集約

することが効果的であり、現在の５拠点体制か
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ら２拠点体制に集約することが最適であると判

断いたしました。

 具体的には、宮崎市の佐土原基幹フィールド

と川南町の川南基幹フィールドを今後の研究拠

点といたします。

 一方で、拠点が減ることで地域との距離が遠

くならないよう、県北・県西・県南をそれぞれ

地域フィールドと設定し、現地のニーズに即し

た実証試験等を強化してまいります。

 両拠点の役割分担としましては、佐土原基幹

フィールドでは、本県の強みである園芸分野に

加え、高度な分析が必要な病害虫対策などの生

産環境分野、品種開発などの育種分野の研究に、

川南基幹フィールドでは、水田や畑地の高度利

用や畑作物、茶などの土地利用型農業における

大規模なスマート農業等の研究に取り組みます。

 また、各地域フィールドでは、例えば県北で

の中山間地域におけるスマート農業の適応性評

価や、県南でのマンゴーやサツマイモの現地実

証など、その土地の気候や特性に合わせた研究

を農業改良普及センター等と連携して実施して

まいります。

 ６ページを御覧ください。

 この機能強化により実現する農業の将来像と

して、土地利用型作物や施設園芸、果樹におい

て、スマート農業やＡＩ等の導入が進み、経営

規模の拡大や反収増加など、農業の生産性向上

が期待されます。

 また、病害虫対策や品種開発分野では、気候

変動に伴う新奇病害虫への対応や、高温耐性品

種・病害虫抵抗性品種の開発スピードが迅速化

することで、気候変動や環境負荷低減への対応

が強化されることが期待されます。

 そして、民間企業との共同研究等を通じて研

究者や指導人材を、農業大学校等との連携によ

り農業人材を確保・育成を図ることで、次代を

担う人材の安定的な確保につながることが期待

されます。

 今回の機能強化は、変化の激しい時代に対応

できる高度な技術と知見を集積した技術開発の

拠点として総合農業試験場を強化し、より迅速

な生産現場の課題解決につなげたいと考えてお

ります。

○鴨田畜産振興課長 資料７ページをお願いい

たします。

 続きまして、畜産試験場の機能強化について

説明いたします。

 １の研究体制と現状ですが、現在の畜産試験

場は、高原町の本場と川南町の支場があり、本

場では、大家畜を中心に肉用牛と乳用牛や飼料

作物に関する試験研究を行っておりますが、施

設や設備について老朽化が著しい状況にありま

す。

 川南支場では、中小家畜を中心に養豚と養鶏

や環境衛生に関する試験研究を行っております

が、周辺には畜産農家が多く存在し、家畜伝染

病の発生リスクが懸念される状況にございます。

 ８ページをお願いいたします。

 ２の求められる試験研究と課題ですが、①か

ら⑤にありますとおり、スマート畜産など高度

な技術研究や農家の所得向上につながるフィー

ルド研究、時代のニーズに対応した様々な戦略

的な研究が重要となる中、課題として、試験研

究と普及の連携による現場密着型への変革や、

農家ニーズに対応した技術開発や人材育成機関

としての変革が求められております。

 そのような中、本年度は、機能強化に向けた

基本計画を策定した中で、３に示しました機能

強化の考え方ですが、１点目は、研究資源の選

択と集中として、畜種横断的な重要課題に対応
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し、フィールド試験に展開できるような研究内

容を選択・集中するとともに、家畜防疫体制の

一層の強化を図ります。

 ２点目は、現地や関係機関との連携として、

試験研究成果の早期普及に向け、国や大学、関

係団体と積極的に連携することで、試験場内の

みならず、県全体を試験フィールドとして現地

試験を展開します。

 ３点目は、実践・指導人材の育成として、大

学や農業大学校、農業高校などの教育機関やＪ

Ａ、民間企業等との連携による人材育成研修や

交流を図り、高度な知識と技術を有する実践人

材や指導人材の育成拠点の構築を目指します。

 ９ページをお願いいたします。

 ４の機能強化の方向性ですが、試験研究の高

度化と効率化の両立や運営体制の合理化に向け、

関係機関との連携も含めた機能強化を図ること

が必要なことから、３つのパターンで検討いた

しました。

 資料には記載しておりませんけれども、１つ

目は、本場と支場を現在と同じ場所で全畜舎の

建替えを行う現状維持のパターン。

 ２つ目は、試験研究を全て本場に集約し、全

畜舎の建替えを行う集約するパターン。

 ３つ目は、試験拠点を本場に集約し、畜種を

選定した上で畜舎の建替えを行う集約と外部連

携のパターン。

 以上の各パターンの中で家畜防疫のリスク分

散の視点や研究の効率化、さらに経済性につい

て運営コスト等を考慮し検討したところ、朱書

きで示しておりますように、研究機能を本場へ

集約し、畜種によって関係機関との外部連携を

行うことが最適という結論に至りました。

 図で示しますと、５の機能強化計画の右側、

機能強化後にありますとおり、試験研究機能は

本場へ集約し、本県独自の宮崎牛やみやざき地

頭鶏など改良や育種等の研究が必要な肉用牛や

養鶏、畜種横断的な飼料作物や環境衛生につい

ては、本場に施設を整備します。

 また、乳用牛は宮崎大学住吉フィールドと、

養豚についてはＪＡの直営農場と連携し、フ

ィールド試験を中心とした試験研究を実施する

方向で検討してまいります。

 10ページをお願いいたします。

 ６の整備イメージ図ですが、本場の飼養衛生

管理区域内に、肉用牛や養鶏、飼料作物エリア

を設定し、衛生管理区域外には研究棟や管理・

研修棟を配置し、エリアごとに入退場消毒ス

ペースや衛生的なシャワー室を整備するなど、

明確にエリアを区分することで、場内の家畜防

疫体制の一層の強化を図ります。

 加えまして、試験場を畜産人材の育成拠点と

して位置づけ、新たに研修施設を整備し、将来

の本県畜産業を担う大学生等のほか、生産者を

はじめＪＡ営農指導員や県普及指導員等の人材

育成を図りたいと考えております。

 11ページをお願いいたします。

 ７の機能強化により実現する畜産業の将来像

ですが、研究機能が集約されることで、畜種横

断的な重要課題への対応が可能になるとともに、

大学やＪＡなど関係機関等との一層の連携を図

り、試験研究を全県下においてフィールド試験

を実施することで、研究成果の現場実装に向け

たスピードアップが可能となると考えておりま

す。

 今後とも、時代のニーズを踏まえながら、多

様化する試験研究内容の充実強化等により、持

続可能な畜産業の実現を目指してまいります。

○西田水産政策課長 資料12ページをお開きく

ださい。
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 水産試験場の機能強化についてでございます。

 １の求められる試験研究と課題について、上

段の枠囲いにありますとおり、漁業のスマート

化や育種による優良な養殖用種苗の開発などの

研究へシフトしていく必要があります。

 しかしながら、その下のポンチ絵にあります

とおり、現状は、施設の老朽化や関連機関等と

連携する上で施設配置の非効率性などの課題を

有しています。

 このため、下段にありますとおり、研究の高

度化と効率化の両立及び運営の合理化に向け、

関係機関との連携も含めた機能の再編・整備を

コンセプトとして、令和５年度に水産試験研究

体制強化基本計画を策定したところであります。

 13ページを御覧ください。

 ２の水産試験研究の機能強化に係る整備計画

につきましては、体制強化①では、水産試験場

を高等水産研修所と組織統合し、日南市に配置

することで、調査船みやざき丸のさらなる活用

や、環境ＤＮＡ技術による漁場予測の高度化な

ど研究・教育機能を強化します。

 増養殖分野については、②のとおり水産試験

場増養殖部と種苗生産機関である水産振興協会

を併設し、相互の連携強化を図り、養殖用種苗

等の育種研究を行う研究棟や、水温や光を制御

できる高度飼育棟などを整備し機能強化を図り

ます。

 また、水産加工分野は、③のとおり食品開発

センターと同じ敷地に水産加工フード・オープ

ンラボを整備することにより、一体的取組によ

るフードビジネスの加速化を図ることとしてお

ります。

 14ページを御覧ください。

 令和５年度に策定した基本計画に基づき、令

和６年度には、まず、増養殖部と水産振興協会

の併設に必要となる取水設備などの設計を開始

しております。

 今年度につきましては、その取水設備の工事

に着手するとともに、高等水産研修所との統合

に係る研究棟の設計や、水産加工フード・オー

プンラボの設計を進めているところであります。

 15ページを御覧ください。

 ４の試験研究の機能強化により実現する水産

業の将来像を示しております。

 藻場や水産資源の回復、養殖における優良種

苗の導入など、高度な技術開発により、持続可

能な水産業の実現を支えてまいります。

○川添委員長 執行部の説明が終了いたしまし

た。

質疑はございませんか。

○山下委員 新しい時代のニーズに対応した試

験場の在り方として、まずは整備計画を進めて

いかないといけないことは理解しております。

各試験場において、昭和40年代頃から試験研究

が行われており、宮崎県は、全国に先立ってす

ばらしい機能をもった試験場を整備していただ

いているなという思いがあります。30年以上前

からしたら、スマート農業の普及、温暖化対策、

病害虫対策、畜産分野では暑熱対策とか、時代

が大きく変化してきております。それらに対応

でき得る体制づくりが必要だと思うんですが、

各試験場は何か年計画で進めていく予定なのか、

教えてください。

○吉野農業普及技術課長 総合農業試験場にお

きましては、２拠点の場所は決めたところでは

ありますけれども、そこの拠点にどういう組織

でどういう体制で研究員を配置していくかとい

ったところについては、これから基本整備計画

等を策定していきまして取り組んでいくことと

しております。スケジュールは複数年、一定期
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間かかるということで現時点では考えている状

況でございます。

○鴨田畜産振興課長 畜産試験場における期間

については、現時点では未定ではあるんですけ

れども、本年度、基本計画を策定し、来年度、

基本設計に移っていこうと今検討している最中

ですので、その中で実際の事業期間等は決まる

と考えております。先ほど申し上げましたとお

り、私どもの案といたしましては、高原町にあ

る程度集約するということで、例えば、地盤調

査、測量、場合によっては仮設の工事等が発生

するかもしれませんので、一定期間は要すると

考えております。

○西田水産政策課長 水産試験場の整備につき

ましては、予算が伴いますので現時点でスケジ

ュールが確定しておりませんが、想定しており

ます施設の規模とか、現在までの設計整備の進

捗を踏まえますと、新施設の設計整備には少な

くとも今後３年程度かかると見込んでおります。

○山下委員 ありがとうございます。各試験場

の整備の予算については、県単では当然難しい

と思いますので、国策として実施していくとと

もに、早急に計画を進めていく必要があると思

います。農家の人口は、どんどん減少していま

す。皆さん方が研究開発を進めていくことは、

農家の所得安定にもつながり、そのことが新た

な人材確保にもなります。農家所得1,000万円を

目標にする計画もありますので、それらを安定

させていくためには、皆さん方の技術開発を、

しっかりと早く進めてほしいと思っています。

 議会として国に要望していく必要があります

し、そのことをしっかり検討しながら進めてい

きたいと思います。皆さん方の考え方を整理し

てほしいなと思うのは、今までは家族経営体が

中心だったけれども、農業法人経営体は、新た

な担い手となりますが、経営状況は、かなり厳

しいです。この前の宮日の報道でも出ておりま

したけれども、全国的に農業法人経営体の倒産

が増えているということでした。宮崎県内で

も３件ほど、多額の負債を抱えた中での倒産が

ありました。このことを踏まえて、研究開発を

進めると同時に、農業法人経営体と連携して進

める必要があると思います。宮崎県の農業を支

えてくれる法人経営体、家族経営体の方をサ

ポート、研究成果をフィードバックしていく必

要があると思います。各経営体においては、宮

崎県の農業を支えているわけですから、今後こ

の計画の中において、皆さん方は地域の農業経

営体とどのような連携を取るのか、教えてくだ

さい。

○吉野農業普及技術課長 農業分野におきまし

ては、今後の担い手の大きな柱となる農業法人

に対して、技術指導、経営指導をしっかり行っ

ていかなければいけないと考えております。総

合農業試験場におきましては、法人の経営規模、

品目の組合せなどを、しっかり見据えて、土地

を高度に利用するためにはどういった機械装備

が必要なのか、どういう作物体系が必要なのか、

法人経営に生かされる研究を進めていきたいと

考えております。

 説明の中でも申しましたように、そこで十分

活用していかないといけないと思っているのは、

地域フィールドだと思っております。法人経営

の規模については、地域によって差がある状況

であり、露地園芸、水稲、果樹などの品目の組

合せで変わってくると思います。総合農業試験

場で成果が出た研究を、法人と連携しながら現

場で実証していき、それがどうすればほかの農

家にも広げていけるかといったところの検証・

評価を、この地域フィールドを十分活用してや
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っていきたいと考えております。

○鴨田畜産振興課長 畜産分野におきましても、

基本的な考え方は同様ですけれども、今回基本

計画を策定する中で県がしっかりリーダーシッ

プを発揮しながら取りまとめたところです。そ

の中においては、委員から御指摘がありました

ように、生産者の代表たるＪＡみやざき、育種

の観点からは県家畜改良事業団、経営指導の観

点からは県畜産協会、養鶏関係団体は養鶏協会

等、各団体の皆様と様々な意見交換をしてまい

りました。委員御指摘のような御意見、御要望

等も我々は受け止めております。例えば、御指

摘のあったような大規模経営体、大規模法人、

民間企業が機械化・スマート化を進めるにおい

て、機械メーカー等との連携も大事だなと思い

ます。そういった企業との連携と国の研究機関

であります農研機構など、連携先はいろんなと

ころにあると思います。農家所得の向上がいか

に図られるかという部分に、一番重きを置きな

がら、今後とも検討を進めてまいります。

○西田水産政策課長 水産分野におきましては、

高等水産研修所と統合することによる教育機能

の強化ということが一つの柱になっております。

まずこの点において、人材確保と業界への送り

出し、この機能強化を図って法人経営体等の経

営に貢献していきたいことと、それから研究課

題の設定につきましては、直接お寄せいただく

課題・要望、普及員からの要望を研究課題とし

て設定して解決、普及していくことによって業

界の発展に寄与していきたいということでござ

います。

 具体例を申し上げますと、漁船漁業におきま

しては資源評価、新たな漁場の探索・開発とか、

養殖分野におきましては、優良な養殖種苗の供

給をすることで貢献してまいりたいと考えてい

るところでございます。

○井本委員 関連して、農業分野と畜産分野は、

農家や団体などの意見や要望を聞いている説明

だったけれども、水産分野は自分たちで決めて

いるように聞こえたが、いかがでしょうか。

○西田水産政策課長 令和５年度基本計画の策

定に当たりましては、業界からの御要望を踏ま

えております。

○井本委員 その業界とは、どれくらい話し合

ったのでしょうか。

○西田水産政策課長 お時間をください。

○山下委員 農業を取り巻く環境というのは、

円安の影響が長引いていることから、まだまだ

厳しい状況です。現在、その影響もあって、畜

産や農家を中心に仕事を辞めている状況ですの

で、皆さん方は現状をしっかり把握していただ

いて、円安に対応でき得る畜産や農家経営体を

つくっていく必要があると思います。例えば、

養豚は、１経営体当たり20トンぐらいから30ト

ンぐらい出荷できるようにする。和牛は、空胎

期間を少なくする。酪農は、泌乳量を高める技

術を──地球温暖化に向けた対策をやっていか

ないといけない。総合農業試験場は、新規品目

の導入、お米は新品種を開発して、どれだけ定

着していくのかなど、待ったなしです。土地利

用型農業は、農地の集積と大区画化を図ってい

かないといけない。スマート農業を具体的に取

り組んでいかないといけない。そのことをしっ

かりと捉えた計画にしてほしいので、よろしく

お願いします。

これは生産費の削減をいかに進めるかという

ことが課題でありますから、先ほど答弁にもあ

りましたけれども、農研機構、大手の農機具

メーカー、ドローンのメーカーとの連携という

のは待ったなしです。皆さん方の人材を集約化
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することを考えておられますので、ぜひ積極的

に進めていくとありがたいと思っています。

 畜産分野のことでお聞きしたいと思うんです

が、川南町の支場を高原町の本場に移したいと

いうことですけれども、川南町の支場について、

今後の利用計画は、どのように想定しているの

か教えてください。

○鴨田畜産振興課長 今後の跡地利用につきま

しては、地元川南町をはじめとして、関係各所

と今後しっかり詰めてまいりますが、現時点で

の私どもの案としましては、全ての場所の活用

ということには至りませんけれども、例えば、

防疫資材の備蓄倉庫です。これは比較的遠方に

ある東・西臼杵で万が一、鳥インフルエンザ等

が発生したときに、備蓄倉庫は御案内のとおり

佐土原の総合農業試験場内にありますけれども、

少しでもスピードアップするために、例えば、

一部を防疫資材の備蓄倉庫として使えないかな

ということは現時点では考えております。いず

れにしましても地元としっかり検討してまいり

ます。

○山下委員 私から提案がありまして、ＪＡは

組織合併が進んでおり、１年ほどで一本化が進

んでまいりますが、各地域にＪＡの施設は多く

あります。先般、都城市から相談があって、Ｊ

Ａの倉庫関係を備蓄倉庫として計画を進めてい

きたいということでしたので、その辺の情報を

整理してください。

 川南町の支場というのは、農業大学校が隣接

地にあります。農業大学校をさらに新たな時代

に即応できる人材を育てる場所にしていかない

といけません。農業大学校というのは、以前は

高鍋高等営農研修所として、農家の担い手のた

めの魂の籠もった場所でありますので、私は農

業大学校をもう少し魂の籠もった施設として、

川南町の支場の土地と一体化できないのかなと

いうことを考えたところでした。例えば、ス

マート農業はかなり推進されていますので、優

秀な人材を育てていくためには農業大学校の在

り方を改革していかないといけないと思うので、

参考にしていただくとありがたいと思います。

 それと農業改良普及センターです。県内各地

に農業改良普及センターがありますが、各試験

場の人員の集約ができてくると、農業改良普及

センターの在り方、役割、機能を整備計画の中

で、しっかりと見直しをして検討を進めていた

だけるとありがたいと思います。

○西田水産政策課長 先ほど井本委員より御指

摘いただいた件についてですが、令和５年度に

基本計画を策定しております。その際は移転先

である３市、延岡市、日南市、宮崎市の計画に

位置づけられており、その際に御意見を伺って

おります。また、その地元の漁協関連、７漁協

と県漁連、合わせて８団体の御意見を伺った上

で策定しているところであり、令和５年にやっ

ております。

○井本委員 今回、各試験場を統合するという

ことですが、本当に必要なのかどうか、吟味し

てください。地元の人たちとの話合いを通じて

統合する必要があることを考えて、我々の世代

で統合してしまい、後悔することもあります。

今、我々は統合することが、正しいか間違いか

というのも分かりません。恐らく10年、20年経

過して、統合しなければよかったという話にな

りかねません。そのために、県民の意見をよく

聴いてください。例えば、北方町にある小学校、

中学校は、過去にたくさんありましたが、全て

統合して1つになりました。みんな、不便だと言

っていまして、そこにあった学校の周囲はだん

だん廃れてしまいました。だから集約すればい
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い、効率よくすればいいものではないというこ

とであり、それだけを考えていたら周りは廃れ

ていくということは実際にありました。特に、

川南町と高原町にある畜産試験場について、豚

と牛を一緒にするということですが、本当に一

緒にする必要があるのかという気がするんだけ

れども、地元の人たちはこれで本当にいいとい

うことですか。

○鴨田畜産振興課長 委員からいろいろな御指

摘いただきましたけれども、私どもとしては、

試験場で研究を行う人材は、高原町と川南町に

分かれておりまして、冒頭の説明で申し上げま

したとおり、畜種横断的にいろいろ共通して取

り組めること、もしくは一緒になって検討を進

められること等がありますので、そういう意味

で研究資源を集約・集中するという観点から高

原町に集約します。

 一方で、途中説明しましたように、例えば、

酪農と豚につきましては、そこで一括集約する

のではなくて、県内にありますＪＡや宮崎大学

等との連携方式という２つの形を今後畜産試験

場は進めていこうという整理に至ったところで

ございます。

○井本委員 今の話はよく分かりませんが、こ

の連携というのは資料のどこに記載しているの

でしょうか。

○鴨田畜産振興課長 資料８ページになります

が、３の機能強化の考え方の青のところ、現

地・関係機関との連携という部分で、こういう

考え方の下、資料９ページの５の機能強化計画

等に移行してまいります。

○井本委員 分かりました。しかし、試験場は

関係機関と、これまでも連携していたのではな

いですか。

○鴨田畜産振興課長 今でも試験研究の内容に

よっては、一部連携している部分はありますけ

れども……

○井本委員 統合することとどういう関係があ

るのでしょうか。

○鴨田畜産振興課長 繰り返しになって恐縮で

すけれども、資料８ページの３に書いておりま

す大きな３つの柱ごとに、今後の畜産試験場の

在り方、機能強化の考え方を整理した中で、現

状の２か所がいいのか、高原町に一部集約して、

地元のいろんな関係機関・団体と協力しながら

やったほうがいいのか……

○井本委員 今でも地元と連携してやっている

わけですよね。それと直接関係ないだろうと私

は言っています。一番大切なことは、研究資源

の選択・集中ですよね。牛と豚を１つに集約す

る必要があるのか聞いているのです。

○鴨田畜産振興課長 私どもとしては、資料10

ページの整備イメージにありますように、共通

した根底には、防疫面がございます。今の川南

町の場所というのが、冒頭説明しましたとおり、

大畜産地帯の中に川南支場がありますので、そ

ういう観点からも高原町に集中・集約できるも

のについては、今回集約します。ただ全ての畜

種を県の公設試験場として取り組むのではなく

て、繰り返しになって恐縮ですけれども、畜種

によってはほかの関係機関等と連携しながらや

るというのが最適ではないかという結論に至っ

た次第でございます。

○井本委員 あまり納得できません。ほかのと

ころと今でも連携しているわけです。今回、な

ぜ試験場を統合するのかというと、研究資源の

選択・集中でしょう。これが分からないと私は

言っているのです。豚と牛とは全然違うじゃな

いですか。研究者としては豚も牛も同じなので

しょうか。牛も豚も同じですと言われれば、私
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もそうですかと言うんだけれども、牛と豚は全

然違うと私は思います。それなのになぜ統合す

る必要があるのか分からないという話です。

○鴨田畜産振興課長 資料８ページにおいて、

委員御指摘の研究資源の選択・集中について冒

頭で触れているんですけれども、例えば、家畜

排せつ物という観点からすると、畜種は違えど

も同様でございます。

 先ほど山下委員からもありましたが、今、輸

入に依存する体系の中で畜産、特に海外資源に

濃厚飼料等を依存している関係から、国産でど

れだけその粗飼料なり飼料を確保していくかと

いうのも重要な課題になっております。それと

共通的にスマート化を進めていくという大きな

共通課題がございますので、その観点も含めて、

この１番の研究資源の選択・集中というのが一

つの大きな柱になってございます。

○井本委員 私は豚と牛が共通するのかどうか

という話をしています。排せつ物は、確かに同

じ感じはします。しかし、飼料等は別々ではな

いのですか。

○鴨田畜産振興課長 給与する飼料については、

例えば、牛については自給飼料──農家たちが

実際の農地を活用して生産する飼料が多い部分

はありますが、例えば、宮崎牛など肉牛にする

部分については、ここに示したような海外から

どうしても入れなくてはいけないトウモロコシ

とか、大豆とか、そういう輸入飼料が……

○井本委員 だから私が聞きたいのは、豚と牛

の飼料は同じかどうかです。

○鴨田畜産振興課長 使用する飼料としては、

濃厚飼料は基本的には同じです。ただ牛につい

ては、冒頭申し上げましたとおり、宮崎県内の

農地を活用した自給飼料を活用しております。

○井本委員 スマート化などと記載しているけ

れども、牛と豚では違うでしょう。

○鴨田畜産振興課長 スマート化の取組は、畜

種において様々な部分がありますけれども、先

ほど山下委員からも御指摘があったように、生

産性を上げる、事故率を下げるとか、そういう

観点から、畜産の場合において、例えば、和牛

で子牛を分娩させて、事故のないように分娩監

視装置等が普及しました。発情発見等の部分に

ついて、畜産試験場がこれまで試験研究の中で

貢献してまいりましたので、全く一緒というこ

とではないんですけれども、基本的な部分は共

通していると思っています。

○井本委員 効率がいいことを目指してやって

いたけれども、後になって、しまったというこ

とが起こるのではないかと私は言っています。

無理して統合する必要があるのかどうか、私は

心配しています。我々が統合してしまい、もう

一回戻すとなったら問題です。あなたは責任を

とれるのでしょうか。だから、将来的に本当に

大丈夫だという議論は尽くしたのかと私は言っ

ているわけです。

○鴨田畜産振興課長 先ほど説明させていただ

きました、今回、基本計画を策定する中で、い

ろんな関係団体、また、昨日も宮崎大学に伺っ

て、今後の進め方等についても検討・協議をし

てきたところです。委員の御指摘を踏まえて、

後々に禍根が残らないようにしっかり取り組ん

でまいります。

○下沖副委員長 昔と違って、畜産、農業、水

産において、大企業が入ってきて、品種改良等

の研究は民間のほうが進んでいます。個人農家、

個人の水産業者とかが多い中においては、県が

主体的に研究する必要があったんですけれども、

時代が変わり、大企業のほうが進んで、県のほ

うが逆に遅れて、手広くやっていても難しい状
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況でありますので、そこをぜひ今回の機能強化

でやっていただきたい。あと、ニーズ調査をさ

れたとのことでしたけれども、農業、畜産、水

産の中で、特にニーズが高かったもの、県に求

められたものは何だったのか教えてください。

○吉野農業普及技術課長 総合農業試験場にお

きましては、生産者の代表者、ＪＡの営農指導

員の方とかに、現場の意見という形でお聞きし

ました。その中で、温暖化の解決に一番大きな

役割を果たしているのは、新品種の開発という

ことで、大きな声をいただきました。あと、環

境に優しい農業の展開、国におきましても、み

どりの食料システム戦略を進められております

けれども、そういった中で、肥料・農薬を少な

くする、もしくは、有機農業のように完全に農

薬をゼロにするといったような農業体系が宮崎

県でもできないかとか、技術開発ができないか

といったような御意見が多く寄せられたと思っ

ております。

○鴨田畜産振興課長 畜産におきましては、最

近の酷暑、暑熱により、かなり影響を受けてお

ります。そういう気候変動、地球温暖化対策、

先ほど御指摘いただきましたスマート化技術を

さらに進めることを根底にして、それらのニー

ズは関係機関、生産者からかなりいただいてお

ります。また、途中、説明の中でお話ししまし

た、例えば、宮崎牛等の改良を進める上で、種

雄牛の造成です。種雄の造成について、今、県

の畜産試験場が様々な分野で貢献をしておりま

すので、かなり先を見た育種改良等の部分につ

いて、ぜひ取り組んでほしい。最後に、資料の

中でも示しましたけれども、生産の現場を担う

農家の育成はもとよりなんですけれども、その

人たちに寄り添う指導人材──県の普及指導員

やＪＡの指導員等をしっかり育ててほしいとい

うような御意見もいただきました。下沖副委員

長がおっしゃった部分にも共通するかなと思い

ますので、そういう人材育成を、この試験場を

拠点として取り組んでいけたらと考えまして、

今回のようなイメージ、将来像にしたところで

ございます。

○西田水産政策課長 水産分野におきましては、

漁船漁業と養殖に大きく分かれるんですけれど

も、漁船漁業は、本県主力漁業でありますカツ

オ船をはじめ漁場予測の高度化でございます。

こういったところへのニーズと、養殖におきま

しては、主力の品種でありますブリ類の人工種

苗の安定供給、それから、最近課題になってお

ります地球温暖化に伴う、特に夏場に餌を食べ

づらくなるといったような漁場も見られており

ますことから、それらに耐性のある種苗の開発

において、ニーズがあるものと承知しておりま

す。

○下沖副委員長 今後、ぜひニーズに沿って、

未来を予測して、公的にできる部分を見つけて

研究していただきたいと思います。

 続きまして、機能強化、施設再編にあたり、

各試験場において、どのぐらいの予算規模を考

えているのでしょうか。

○吉野農業普及技術課長 総合農業試験場にお

きましては、これから基本整備計画の策定にな

ります。その後、整備に必要な金額を算出して

いくことになっておりますので、現時点では未

定となります。

○鴨田畜産振興課長 畜産試験場も同様でござ

いまして、先ほど説明いたしましたように、今

後、基本設計を組んでいきます。その中で全体

事業費、どれぐらいの事業期間がかかるのか、

それに対してどれぐらい作業が必要になってく

るのか、それで事業費自体も決まってくるかと
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思います。

○西田水産政策課長 過去の常任委員会におい

ては、水産試験場の整備は、約50億円と見込ん

でおりますと御報告していますが、御承知のよ

うに、昨今、建設資材、人件費の高騰等もござ

いますので、毎年、予算状況を御相談させてい

ただきながら、お諮りしていくものと考えてお

ります。

○下沖副委員長 集約化するにあたって、各試

験場は、国の事業とか活用できるのでしょうか。

○吉野農業普及技術課長 総合農業試験場にお

いては、そういった事業の活用等の検討は、今

からということになっておりますので、具体的

な事業については、今のところは不明というこ

とでございます。

○鴨田畜産振興課長 畜産につきましても、財

源等については、今後、予算編成する中で、先

ほど御指摘いただいたような国からの支援など、

あらゆる角度からしっかり財源を確保するよう

に努力してまいります。

○西田水産政策課長 水産試験場におきまして

は、資料13ページを御覧いただければと思いま

すが、機能強化②の水産試験場増養殖分野の施

設整備に係る部分におきましては、国費の支援

を受けながら進めているところです。

○下沖副委員長 総合農業試験場を集約化する

に当たって、廃止する施設について、民間、自

治体を含めて何か活用を考えているのでしょう

か。

○吉野農業普及技術課長 この機能強化の検討

に当たりましては、先月、地元の市町の首長に

御意見をいただく機会をつくりました。その中

では、跡地の利用については、具体的には今後

ということで、当方からも、また、先方からも

具体的なお話はなかったところです。せっかく

の場所ですので、県民、農業者、農業振興のた

めに十分に有効活用できる方向で、今後検討し

ていきたいと思っております。

○下沖副委員長 ぜひ民間にも情報を発信して

活用を図っていただきたいです。

 最後に、この機能強化に当たって連携という

言葉が使われています。ある研究の部分、改良

の部分とかを、大学、民間、ＪＡとか得意な団

体に業務内容を一部委託することを連携と位置

づけて、予算をつけることは検討されているの

でしょうか。

○吉野農業普及技術課長 総合農業試験場にお

きましては、現在もそういった形で共同研究を

進めている部分もあります。例えば、スマート

農場の技術導入という部分においては、メー

カー側が機械施設をしっかり造られております

ので、いかに機械施設が本県の農業の栽培様式

とか、栽培体系に合うか。また、合わせるため

にはどういったことが必要か。改良する場合は

メーカーにお願いするとか、そういった部分で

共同研究をやったり、連携して進めているとこ

ろもございます。

あと、品種の開発の部分において、本県のス

イートピーとか、ピーマンの苗木といったとこ

ろは、本県の主力品目の育種の部分においては、

しっかりとしたこれまでの蓄積、あと、育種部

門等を持っているところですけれども、どうし

ても葯培養という方式でやっている関係で、育

成期間が長い。今回の南海189号※「ひむか舞」

についても14年かかっております。そういった

部分では、他の大学または国の機関が持ってい

る先進の育種技術を活用させていただくとか、

技術を学ばせていただいて、本県の新たな品種

開発に役立てていきたいと考えております。

※20 ページに訂正発言あり
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○鴨田畜産振興課長 畜産におきましても、基

本的なスタンスは同様かと思います。これまで

も、今、例にありましたように、国の家畜改良

事業団、県の畜産試験場、県の家畜改良事業団

で種雄牛造成等に向けた共同研究等も実施して

まいりました。そういう取組もあろうかと思い

ますし、今回お示しさせていただきました宮崎

大学、ＪＡみやざきについては、私どもから方

向性について事前に御相談する中で、その基本

的なコンセプトは御理解いただいています。下

沖副委員長から御指摘のあったように、詳細の

部分というのは、今からしっかり詰めてまいり

ます。

○西田水産政策課長 資料13ページを御覧いた

だければと思いますが、連携につきましては、

現状、例えば、小林市の内水面支場におきまし

て、チョウザメ養殖に関する大学等の共同研究

等を行っておりまして、今後また施設整備等が

進展するに当たって環境が整ってまいりました

ら、各種外部の試験研究機関との連携というも

のは、検討してまいりたいと考えているところ

です。

○吉野農業普及技術課長 申し訳ありません。

先ほど南海189号の新しい品種名を「ひむか舞」

申し上げましたが、正しい名前は「ひなた舞」

です。訂正させていただきます。

○川添委員長 ほかにございませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○川添委員長 以上をもちまして、農政水産部

を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

 暫時休憩いたします。

   午前11時42分休憩

─────────────────────

   午前11時44分再開

○川添委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

 その他で何かございませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○川添委員長 それでは、以上をもちまして本

日の委員会を閉会いたします。

   午前11時45分閉会
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